
 

  
 

 
 

 

注：各制度とも変更やその他の条件等がある場合もあります。詳しくは、各担当窓口へお問合せください。 

 

種類 内容 

障がい種別 

対象 

年齢 
その他 

担当窓口 

（連絡先はＰ11 に記載） 

身       体 

知的 精神 
視覚 聴・平 

音・

言・そ 
上肢 下肢 体幹 

脳原生 
内部 

上肢 移動 

障害福祉サービス等 

自

立

支

援

給

付 

居宅介護 

(ホームヘルプ) 

ホームヘルパー等が居宅を訪問し、自宅で入浴や

排せつ、食事の介護等を行います。 

           
全年齢 

原則、１割負担。負担上限月額あり。 
 

※１ 自立支援医療受給者証でも利

用可 
 

※２ 知的障がい又は精神障がいに

より行動上著しい困難を有し、常時介

護を要する人で、障害支援区分が区分

３以上で、障害支援区分の認定調査項

目のうち行動関連項目等（12 項目）

の合計点数が１０点以上（児童にあっ

てはこれに相当する支援の度合）であ

る人 
 

※３ 視覚障がいにより、移動に著し

い困難を有する人等であって、同行援

護アセスメント調査票において、移動

障害の欄に係る点数が 1 点以上であ

り、かつ移動障害以外の欄（「視力障

害」、「視野障害」および「夜盲」）に

係る点数のいずれかが 1 点以上であ

る人 
 

※４ 常時介護を要する人で、意思疎

通を図ることに著しい支障がある人

のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状態

にある人、知的障がい又は精神障がい

により行動上著しい困難を有する人 

 具体的には、障害支援区分が区分 6

（児童にあっては区分６に相当する

支援の度合）に該当し、意思疎通に著

しい困難を有する人 
 

※５ 療育が必要と認められる児童。

自立支援医療、診断書、主治医意見書

でも可。未診断の場合は、発達検査の

結果を添付（結果内容によりービス支

給の可否を決定） 
 

※６ 療育が必要と認められる児童。

自立支援医療、診断書、主治医意見書

でも可。 

・障害福祉課 

・各支所 

行動援護 

重度の肢体不自由又は知的障がい並びに精神障が

いにより行動上著しい困難を有する者で常に介護

を必要とする人に対して、ホームヘルパー等が居宅

を訪問し、自宅で入浴や排せつ、食事の介護や外出

時における移動の介護等を総合的に行います。 

           
全年齢 

※未就学

児を除く 

同行援護 

視覚障がいにより移動に著しい困難がある人に対

し、移動時や外出先において必要な代筆・代読等

の視覚的情報の支援、移動の援護、必要に応じて

排せつ・食事等の介助を行います。 

（※３） 

特定の条

件に該当

する人 
          

全年齢 

※未就学

児を除く 

重度障害者等 

包括支援 

常時介護が必要な障がいのある人で、その介護の

必要の程度が著しく高い人に対して、居宅介護等

の複数のサービスを包括的に提供します。 

           

全年齢 

短期入所 

(ショートステイ) 

居宅において介護する人が疾病等の理由により一

時的に介護ができない場合に、短時間、夜間を含

めて施設で、食事や入浴、排せつの介護等を行い

ます。 

           

全年齢 

障

害

児

通

所

給

付 

児童発達支援 
（児童発達支援センター） 

就学前の障がいのある児童等に対して、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行い

ます。 

           

未就学児 

放課後等 

デイサービス 

就学している障がいのある児童等に対して、授業

の終了後又は学校の休業日に、生活能力向上のた

めに必要な訓練、社会との交流の促進その他必要

な支援を行います。 

           

就学児 

保育所等 

訪問支援 

保育所等を訪問し、障がいのある児童等に対して、

集団生活への適応のための専門的な支援その他必

要な支援を行います。 

           
１８歳 

未満 

地域

生活

支援

事業 

移動支援 

(ガイドヘルプ) 

屋外での移動が困難な障がいのある人に対して、

外出のための支援を行います。 

           全年齢 

※原則、未

就学児を除

く 

日中一時支援 
日中、障がいのある人に活動の場を提供し、見守

りや社会に適応するための日常的な訓練等の支援

を行います。 

           
全年齢 

障害児 

入所支援 

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の

指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行うい

ます。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サ

ービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

（※手帳所持を要件としない） 

           

１８歳 

未満 
・西部こども家庭センター 

種類 内容 対象 対象年齢 その他 担当窓口 

ファミリー・ 

サポート・センター 
お手伝いをしてほしい人と、お手伝いのできる人が

お互い会員になって住民同士助け合うしくみです。 
※要相談 全年齢 ・利用料：1 時間 700 円 ・廿日市市社会福祉協議会各事務所 

■障害福祉サービス以外の制度 

（※２） 
特定の条件に

該当する人 

（※５）全 

（※１）全 

 

全 

“障害福祉サービス”等のべんり帖～こどもバージョン～ 

（※１８歳未満の人が受けられる制度、福祉サービス） 
 

作成：はつかいち福祉ねっと こども部会 

（※１）全 

（※１）（※４） 

特定の条件に該当する人 

 

（※１）（※４） 
特定の条件に該

当する人 

（※１）全 

（※５）全 

（※６）全 

（※１）全 

〇身体：身体障害者手帳 〇知的：療育手帳 〇精神：精神障害者保健福祉手帳 

１ ２ 



 

 

  

種類 内容 

障がい種別 

対象 

年齢 
その他 

担当窓口 

（連絡先はＰ11に記載） 

身       体 

知的 精神 
視覚 

聴・

平 

音・

言・そ 
上肢 下肢 体幹 

脳原生 
内部 

上肢 移動 

自立支援医療 

（育成医療） 
機能障がいを軽減又は改善するための医療（人工透析、人工関節、ペース

メーカー等）費を給付 

           

１８歳

未満 

・施術により機能障がいの軽減が可

能なもの 

・指定医療機関での受診のとき対象

となります。 
※指定医療機関情報 

広島県ＨＰトップページ→組織でさがす→健

康福祉局→障害者支援課→指定自立支援医療

機関（更生医療・育成医療・精神通院医療）リ

ストについて 

・子育て応援室 

・各支所 

自立支援医療 

（精神通院） 
精神疾患（てんかんを含む）で継続的に通院する場合の医療費を給付 

（※手帳所持を要件としない） 

          

全 全年齢 

・精神科治療、訪問看護にかかる費

用が対象 

・それぞれ指定された医療機関・薬

局、訪問看護事業所等を利用したと

きに対象となる。 

・障害福祉課 

・各支所 

重度心身障害者 

医療費助成 
重度心身障がい者(児)が、医療機関で医療を受けた場合の自己負担分を助

成 

         

○Ａ・

A・○Ｂ  

 

全年齢 

・所得制限あり 

・１日につき２００円の自己負担  

（通院月４日・入院月１４日まで → 

通院月５日・入院月１５日以降は自

己負担なし） 

・保険課医療係 

・各支所 

日常生活用具の給付 
重度障がい児の日常生活が、より円滑に行われるよう、日常生活用具を給

付（下表） 

         

○Ａ・Ａ 

 

全年齢 

・原則、１割負担。負担上限月額あり。 

・用具によって障がいの程度等の要

件などその他条件あり。 

・他法制度優先（医療保険等）など

その他条件あり。 

・障害福祉課 

・各支所 

補装具費の給付 身体上の障がいを補うための用具の購入・修理費用の給付（下表） 
           

全年齢 
・原則、１割負担。負担上限月額あり。 

・他法制度優先（医療保険等）など

その他条件あり。 

・障害福祉課 

・各支所 

【補装具の種類】 
視覚障がい児：眼鏡、コンタクト、義眼、盲人用安全杖 聴覚障がい児：補聴器 

肢体不自由児：義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置、歩行補助杖、歩行器、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 

【日常生活用具の種類】（※７） 

障がい区分なし：火災警報器、自動消火器 視覚障がい児： 

視覚障害者用ポータブルレコーダー、点字タイプライター、盲人用体温計、拡大読

書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字器、点字図書、視覚障害者用文字読

上げ装置、音声認識装置、情報通信支援用具 

じん臓機能障がい児：透析液加温器 

肢体不自由児： 

便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、

体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフ

ト、訓練椅子、訓練用ベッド、頭部保護帽、Ｔ字状杖、移動・

移乗支援用具、居宅生活動作補助用具、情報通信支援用具 

呼吸器機能障がい児： 

ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター 

聴覚障がい児： 

聴覚障害者用通信装置（FAX 等）、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用電池等 

心臓障がい児：パルスオキシメーター 

ぼうこう・直腸機能障がい児：ストマ装具、紙おむつ（※８） 

音声・言語機能障がい児：携帯用会話補助装置・人工喉頭 知的障がい児：特殊マット、特殊便器、頭部保護帽 

種類 内容 対象 対象年齢 その他 担当窓口 

乳幼児医療費助成 乳幼児が入院や通院したときの医療費を助成 乳幼児 
0 歳～１５歳に到

達する年度末まで ・所得制限あり 
・こども課 

・各支所 

小児慢性特定疾病 

医療費助成 

治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となり、

病気を放置することが児童の健全な育成を阻害するこ

ととなる疾患(小児慢性特定疾病)にり患した患者に対

し、医療費を公費負担（※手帳所持を要件としない） 

小児慢性特定疾病に該当する人 

１６疾患群（７６２疾患） 

①悪性新生物 ②慢性腎疾患 ③慢性呼吸器疾患 

④慢性心疾患 ⑤内分泌疾患 ⑥膠原病 

⑦糖尿病 ⑧先天性代謝異常 ⑨血液疾患 

⑩免疫疾患 ⑪神経・筋疾患 ⑫慢性消化器疾患 

⑬染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 

⑭皮膚疾患群 ⑮骨系統疾患 ⑯脈管系疾患 

（※９） 

１８歳未満 

・保護者の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担があ

る。ただし、重症患者に認定された場合は自己負担上限額の特例あり。 

 

※９ 引き続き治療が必要と認められる場合には、２０歳未満 

・広島県西部保健所保健課健康増

進係 

小児慢性特定疾病児童 

日常生活用具の給付 

小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けている児童

等で、日常生活に著しく支障がある児童に対し、日常

生活の便宜を図ることを目的として、特殊寝台等の日

常生活用具を給付（下表） （※１０） 

１８歳未満 

・小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付については、保護者の所得

に応じて、用具の給付に要する費用について一部自己負担あり。 

 

※１０ １８歳到達時点において小児慢性特定疾病医療費助成の対象

になっており、かつ、１８歳到達後も引き続き治療が必要と認められる

場合には、２０歳未満 

・子育て応援室 

・各支所 
小児慢性特定疾病に伴う

県外受診への交通費助成 

小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けている児童

等が、その疾病の治療等のために、県外に指定医療機

関を受診した場合に、対象者及び同伴した保護者等（1

人分）の旅費の一部を助成 

【小児慢性特定疾患児日常生活用具の種類】 
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器 、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメ

ーター、ストーマ装置（畜便袋）、ストーマ装置（畜尿袋）、人工鼻 

１・２級（一部３～６級） 

全 

※７ 等級・耐用年数などその他の条件があり、事前に申請が必要です。 

※８ ストマの変形のためストマを装着できない人などの条件があります。 

１～３級 

全 

■障害福祉サービス以外の制度 

３ ４ 

注：各制度とも変更やその他の条件等がある場合もあります。詳しくは、各担当窓口へお問合せください。 

 



注：各制度とも変更やその他の条件等がある場合もあります。詳しくは、各担当窓口へお問合せください。 

 

  

種類 内容 

障がい種別 

対象 

年齢 
その他 

担当窓口 

（連絡先はＰ11に記載） 

身      体 

知的 精神 
視覚 

聴・

平 

音・

言・そ 
上肢 下肢 体幹 

脳原生 
内部 

上肢 移動 

障害児福祉手当 
精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を

必要とする程度の障がいの状態にある者に支給（※手帳所持を要件としな

い） 

         目安と

して

○A 、Ａ

の一部 

目安と

して１

級の一

部 

２０歳

未満 

・所得制限あり 

・施設入所を除く 

・月額１４，７９０円 

・障害福祉課 

・各支所 

特別児童扶養手当 
身体若しくは精神に重度又は中度の障がいのある２０歳未満

の児童を監護している保護者に支給（※手帳所持を要件としな

い） 

重度 

目安と

して

１・２

級,３級

の一部 

目安と

して

１・２級,

３級の

一部 

(聴覚のみ) 

 

 

     

目安と

して

○A・Ａ

の一部 

精神上の

障害によ

り、常に

他人の介

助保護を

受ける人 ２０歳

未満 

・所得制限あり 

・１級(重度) 月額５２，２００円 

・２級(中度) 月額３４，７７０円 

・施設入所を除く 

・障害福祉課 

・各支所 

中度 

 

        

目安と

して

○B 、B

の一部 

精神上の

障害によ

り、日常

生活が極

めて困難

な人 

障害厚生年金 

（障害共済年金） 
厚生年金等加入中の傷病等によって、一定程度の障がいの状態になった人

に対して支給 

 

       

   

厚生年

金、共済

組合加

入者 

・年金額は給料の額等によって算定 

・年金給付がない場合も、障害手当

金等、一時金の給付がある場合があ

り。 

・国民年金（障害基礎年金）は２０

歳から支給 

・広島西年金事務所 

・各共済組合 

心身障害者扶養共済 
保護者が死亡又は重度障がい者になった場合に、心身障がい者に年金が支

給される共済への加入 

 
       

 

○A ～B 
永続的な

障害のあ

る人 
全年齢 

・保護者が死亡・重度障がいになっ

た場合、年金２万円/月・口を支給 

・加入時の保護者６５歳未満 

・掛金額は加入時の年齢による 

・障害福祉課 

・各支所 

生活福祉資金の貸付 
他の制度からの資金の融通が困難な世帯に対する必要に応じた無利子・低

金利での貸付 
 

       

   
全年齢 ・連帯保証人等条件あり 

・廿日市市社会福祉協議会各事務

所 

所得税・住民税・ 

相続税 

算定上の控除 

障がい者の生活の安定を図るため、所得税法等による税の軽減 

   

 

    

   

全年齢 

・特別障害者控除 １・２級の身体

障がい者、○A ・Ａの知的障がい者、

１級の精神障がい者    

・障害者控除 ３～６級の身体障が

い者、○B ・Ｂの知的障がい者、２・

３級の精神障がい者 

・廿日市税務署：所得税（確

定申告）・相続税 

・勤務先：所得税（年末調整） 

・課税課：住民税 

・各支所  

自動車税・ 

自動車取得税の 

減免 

１～

４級 

２～

３級 

咽頭摘

出によ

る音声

３級 

１～２

級 

 

 
１～

２級 

  

○A・A １級 全年齢 

・本人が通学、通院、通所、生業等

のために使用する場合で同一生計者

が運転する場合に限る。 

・納税通知書に記載されている発付

日から 60 日以内に申請が必要（自

動車税） 

・新しい自動車を登録した日から60

日以内に申請が必要（自動車取得税） 

・西部県税事務所廿日市分

室：自動車税 

・西部県税事務所観音庁舎自

動車税課：自動車取得税 

軽自動車税の減免 
１～

４級 

２～３

級 

平３級 

咽頭摘

出によ

る音声

３級 

１～２

級 

 

 
１～

２級 

 
 

○A・A １級 全年齢 

・手帳所持者と生計を一にする者が

所有する軽自動車等 

・その他条件や重複障害の場合の繰

上げ等あり。詳しくは個別に相談要。 

・納付期限までに申請が必要。 

・課税課 

・各支所 

５ ６ 

全 

全 

目安として１・２級、３級の一部 

目安として 3 級、４級の一部 

※年金の障がい等級は、手帳の等級とは基準が異なる 

１～３級 

目安として１・２級の一部 

１～３級 

１～３

級 

１～３級 

１～３級 



注：各制度とも変更やその他の条件等がある場合もあります。詳しくは、各担当窓口へお問合せください。 

  

種類 内容 

障がい種別 

対象 

年齢 
その他 

担当窓口 

（連絡先はＰ11に記載） 

身       体 

知的 精神 
視覚 

聴・

平 

音・

言・そ 
上肢 下肢 体幹 

脳原生 
内部 

上肢 移動 

福祉タクシー助成 
タクシーを利用する場合、年間２４枚(血液透析通院患者は９６枚)の範囲

内で５７０円限度を助成 
        

 ○A ・

A・○Ｂ  
１級 

２級 
全年齢 

身体障がい 1 級、知的障がい A、精

神障がい 1 級の場合は、複数枚数使

用可の福祉タクシー券を交付 

・障害福祉課 

・各支所 

タクシー料金割引 タクシーを利用する場合、メーター表示額の１０％割引 
 

       
  

 全年齢 ･料金支払時に手帳を提示 ・各タクシー会社 

廿日市さくらバス さくらバスを利用する場合、小児５０円（介護者を含む。） 
        

   
全年齢 ･料金支払時に手帳を提示 ・都市計画課 

おおのハートバス おおのハートバスを利用する場合、小児５０円（介護者を含む。） 
 

       
   

全年齢 

･料金支払時に手帳を提示 

・乗り継ぎ券（５０円）には障がい

者割引はありません。 

・都市計画課 

佐伯さくら号 
佐伯さくら号を利用する場合、障がい者等１００円（障がい児５０円）（介

護者を含む。） 

 

 
       

   
全年齢 

・事前に利用登録が必要 

・乗車には予約が必要 

・都市計画課 

・佐伯支所 

吉和さくらバス 
吉和さくらバスを利用する場合、障がい者等１００円（障がい児５０円）

（介護者を含む。） 

 
       

   
全年齢 

・事前に利用登録が必要 

・乗車には予約が必要 

・都市計画課 

・吉和支所 

宮島航路運賃助成 宮島航路を利用する場合、年間２４枚を限度に共通乗船券を交付 
 

       
 ○A ・

A・○Ｂ  

１・２

級 
全年齢 

・宮島地域在住者に限る 

・市民税非課税世帯に限る 

・宮島支所 

福祉グループ 

旅
客
運
賃
の
割
引 

ＪＲ 
片道１００ｋｍを超える場合、普通乗車券が５０％割引（第１種の人が介

護者と同伴の場合は距離制限なし） 

 

       

   

全年齢 

・１種の手帳所持者は、介護者同伴の場

合、介護者の普通乗車券、回数券・普通

急行券・定期券も割引あり 

・２種の手帳所持者は、本人のみの乗車

で片道１００ｋｍを超える場合、普通乗

車券の割引、また、介護者同伴の１２歳

未満の方の場合、介護者のみ定期乗車券

の割引あり 

・ＪＲ各社 

船 
運賃が５０％割引 

定期券は３０％割引 

 
       

   
全年齢 ・中国旅客船協会加入業者に限る ・各船会社 

バス・電車 

・アストラムライン 
運賃が５０％割引(第１種の人は、場合によっては介護者の割引あり) 

 

       

   

全年齢 

・降車時に手帳を提示 

・広電電車の場合は、第１種の人は

介護者２人まで無賃（第２種の人は

１２歳未満の場合に限る） 

・各事業者 

国内航空運賃

割引 
各社が適用する割引率 

        
   

全年齢 
・路線や時期等により異なる 

・その他条件あり 
・各航空会社 

有料道路通行料金割引 登録された自動車・二輪車について有料道路の通行料金が 50％割引 

 

       

 

○A・A  全年齢 

・登録できる車は、障がいのある人

１人につき 1 台 

・第 1 種の人は介護者の運転も可 

・第 2 種の人は本人の運転の場合に

限る 

・割引対象の車両・所有者等に制限

あり 

・障害福祉課 

・各支所 

駐車禁止除外車標章

交付 

障がい者自ら運転する車又は同乗する車について、駐車禁止及び時間制限

駐車区間規制の対象から除外 
１～３級 

４級の１ 

聴覚２

～３級 

平３級 
 

１級 
２級の１ 

２級の２ 
１～４級 

１～３

級 

１～２

級 

（※） 

１～4

級 

１～３

級 ○A・A １級 全年齢 

・その他条件あり 

※一上肢のみに運動機能障害がある

場合を除く 

※届出には住民票等が必要です。 

・廿日市警察署  

・各支所                                  

思いやり駐車場 

利用証交付 

スーパーマーケット等の施設又は駐車場の出入口付近に設けられた幅

3.5m 以上の駐車区画（障害者等用駐車区画）の利用証の交付 

１～４

級 
平３～

５級 
 

１～２

級 
１～６級 

１～５

級 

１～２

級 

１～６

級 
１～４

級 ○A・A １級 全年齢 
・左表に該当しない場合でも、診断

書等により利用者証が交付される場

合もあります。 

・福祉総務課 

・各支所 

全 

全 

１～３級 

全 

全 

全 

全 

１～３級 

全 

全 

全 

全 

８ ７ 



 

種類 内容 

障がい種別 

対象 

年齢 
その他 

担当窓口 

（連絡先はＰ11に記載） 

身      体 

知的 精神 
視覚 

聴・

平 

音・

言・そ 
上肢 下肢 体幹 

脳原生 
内部 

上肢 移動 

公営住宅の優先入居 公営住宅等に入居を希望される際、当選率が２倍になるように抽選 
 

       

 
○A ・

A・○Ｂ  

１・

２級 
全年齢 

・市営の場合、市内に住所又は勤務

先があり(甲種住宅、特定公共賃貸住

宅及び吉和定住促進住宅を除く)市

町村の税及び使用料を滞納していな

いこと 

・その他条件あり 

・県営→広島県ビルメンテナ

ンス協同組合 

・市営→㈱第一ビルサービス

《廿日市営業所》 

※福祉住宅は各支所でも可 

車いす使用者世帯向け 

公営住宅 
車いす使用者世帯向け公営住宅     

 
  

車椅子

を使用

してい

る方 

 

  全年齢 

福祉住宅 高齢者(６０歳以上)や障がいのある人を入居対象にした住宅 
 

       
 ○A ・

A・○Ｂ  
 全年齢 

・市内に住所を有し、市町村の税及

び使用料を滞納していないこと 

・その他条件あり 

ＮＨＫ放送受信料減免 ＮＨＫ放送受信料の全額免除 
 

       
 

   全年齢 
・手帳所持者がいる世帯で世帯構成

員全員が市民税非課税の場合 
・障害福祉課 

ＮＴＴふれあい案内 

(無料番号案内) 
番号案内料を無料とするサービス 全   

１～

２級 
 

 
  

 
全 全 全年齢 ・0120-104-174 に相談 ・ＮＴＴ各社 

携帯電話 

基本使用料等割引 
基本使用料・各種手数料等の割引       

 
 

 
  全年齢 ・割引率は事業者により異なる ・携帯電話各社 

各種施設利用料割引 利用料・入場料等の割引 

 
       

 

  全年齢 

・サンチェリー・宮島水族館・安佐

動物公園・広島平和記念資料館・ス

ポーツ交流センターおりづる・映画

館など 

・各施設 

はつかいち市民図書館 

資料の郵送貸出 
来館して資料の貸出を受けるのが困難な人に対する郵送貸出 

 
       

 

  全年齢 

・送料は自己負担 

・身体障がい１・２級、知的障がい

○A ・Ａ、精神障がい１・２級の人は

送料無料 

・はつかいち市民（大野・さ

いき）図書館 

リフトカー貸出 
車椅子を使用する人が、通院・レクリエーション等のために移動する場合

の福祉車両の貸出 
    

 
  全 

 
  全年齢 

・年会費１，０００円 

・必要経費実費負担 
・社会福祉協議会各事務所 

車いすの貸出 車いすを必要とする人への無料での貸出     
 

  全 
 

  全年齢 ・貸出期間は原則１ヶ月 ・社会福祉協議会各事務所 

市広報等の録音 

テープ・ディジー 

図書無料貸出 

視覚障がい者の人に、市広報等の録音テープ・ディジー図書を無料で貸出 全        
 

  全年齢  ・社会福祉協議会各事務所 

手話・要約筆記 

奉仕員派遣 

聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者に手話奉仕員・要約筆記奉仕

員を派遣（無料） 
 聴覚 音・言      

 

  全年齢 

・派遣の３日前までに申し込みが必

要 

・ＦＡＸ、電子申請(インターネット)

による申込可 

・障害福祉課 

電子メール１１９番 

ファックス１１９番 

携帯電話、パソコン、ファクシミリ等から１１９番通報ができる。（※手

帳を所持していなくても登録可） 
 

 

      

 

  全年齢 

・ＦＡＸは事前登録は不要 

・携帯電話又はパソコンの電子メー

ルを使用する場合は、事前登録が必

要。 

・電子メール１１９番の登録は、障

害福祉課、各支所での受付可。 

・消防本部 

※吉和地域のみ広島市消防

局 

はつかいちし 

安全・安心メール 

配信サービス 

携帯電話やパソコンに災害情報などをメール配信するサービス（※手帳を

所持していなくても登録可） 

 
       

 
  全年齢 

・携帯電話又はパソコンの電子メー

ルアドレスの事前登録が必要。 
・危機管理課 

災害時避難行動 

要支援者避難支援制度 

災害が発生した時に何らかの支援が必要な高齢者や障がい者の方に対し、

地域の方々が災害に関する情報の伝達や、避難行動を支援する制度 

 
  

 
    

  
 全年齢 ※その他、避難が困難と思われる人 ・福祉総務課 

新マル優制度 

(預貯金等の非課税制度) 
郵便局や金融機関等での非課税の預貯金等の利用 

 
       

 
  全年齢 ・利用上限額あり ・各金融機関 

注：各制度とも変更やその他の条件等がある場合もあります。詳しくは、各担当窓口へお問合せください。 

  

全 

全 

１～４級 

１～４級 

全 

１～２級 

全 

全 

主に、聴覚、

音声、言語 

全 

全 １～３級 全 

全 

車椅子を使用 

している方 

全 
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■廿日市市役所 

■図書館 

はつかいち市民図書館 ２０－０３３３ はつかいち市民さいき図書館 ７２－１０１１ 

はつかいち市民大野図書館 ５４－１１２０   

■社会福祉協議会 

廿日市市社会福祉協議会 ２０－０２９４ 大野事務所 ５５－３２９４ 

佐伯事務所 ７２－０８６８ 宮島事務所 ４４－２７８５ 

吉和事務所 ７７－２８８３   

■その他 

廿日市市障がい福祉 

相談センターきらりあ 
２０－０２２４ 

広島西こども発達支援センターくれよん 

地域支援部門 
３０－８９４１ 

西部こども家庭センター 
（知的障害者更生相談所） 

TEL：（０８２）２５４ー０３８１ 

FAX：（０８２）２５６－５５２０ 
廿日市警察署 

TEL：３１－０１１０ 

FAX：３２－４５２９ 

広島県西部保健所 

保健課健康増進係 

３２－１１８１ 

（内線２４１４、２４１５） 

広島県ビルメンテナンス 

協同組合 
３４－０１４０ 

広島西年金事務所 （０８２）５３５-１５０５ 
㈱第一ビルサービス 

《廿日市営業所》 
３４－１１４０ 

廿日市税務署 ３２－１２１７ 消防本部 ３２－８１１１ 

西部県税事務所廿日市分室 
TEL：３２－１１８１ 

FAX：３２－２２８９ 

広島市消防局 
※電子メール１１９番、ファックス

１１９番登録問合せ（吉和地域） 

TEL:（０８２）５４６－３４５６ 

FAX:（０８２）２４６－８２２２ 

西部県税事務所観音庁舎 

自動車税課 
(０８２)２３２－７６９４   

 

 

障害福祉課 ３０－９１５２ 危機管理課 ３０－９１０２ 

福祉総務課 ２０－１６１０ 都市計画課交通政策係 ３０－９１７８ 

子育て応援室 ３０－９１８８ 佐伯支所福祉グループ ７２－１１２４ 

こども課 ３０－９１５３ 吉和支所市民福祉グループ ７７－２１１３ 

保険課医療係 ３０－９１５９ 大野支所福祉グループ ３０－１００６ 

課税課市民税係 ３０－９１６０ 宮島支所福祉グループ ４４－２００１ 

課税課保険税係 ３０－９１１３   

この一覧は、市の便覧を基に「はつかいち福祉ねっと こども部会」

で編集しました。 
◎お問い合わせ先：はつかいち福祉ねっと事務局 

廿日市市障がい福祉相談センターきらりあ 
ＴＥＬ（０８２９）２０―０２２４ 

ＦＡＸ（０８２９）２０―０２２５ 

はつかいち福祉ねっと こども部会 

★ブログ http://ameblo.jp/kodomobukai/ 

・障害福祉サービス、ファミリーサポートセンター・・・ Ｐ １ ～  ２ 

・各種医療費助成、日常生活用具の給付等・・・・・・・ Ｐ ３ ～  ４ 

・各種手当、障害年金、税金の控除・減免等・・・・・・ Ｐ ５ ～  ６ 

・交通費助成・割引等・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ７ ～  ８ 

・公営住宅、ＮＨＫ、ＮＴＴ等の各種サービス・・・・・ Ｐ ９ ～ 10 

・各担当窓口連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ 11 

※廿日市市では、言葉の柔らかさなどから「障害」を「障がい」と表記しています（法律名などの固有名詞等を除きます）。 

※各制度とも変更やその他の条件等がある場合もあります。詳しくは、各担当窓口へお問合せください。 

 

Ｖｅｒ．Ｒ２．２ 

保存版 

～こどもバージョン～ 
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